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をお持ちの方へ

平成 18 年
10 月から

一定以上所得者の
自己負担割合が変わります

平成18 年10月から、一定以上の所得がある人の自己負担割合が
２割から３割に引き上げられます。
※一定以上所得者以外は１割のままです。

平成18 年９月30日まで

一定以上所得者 ２割

一般・低所得Ⅰ・Ⅱ １割

平成18 年10月１日から

一定以上所得者 ３割

一般・低所得Ⅰ・Ⅱ １割

　

判
定
に
よ
り
一
部
負
担
金
の
割

合
に
変
更
が
あ
る
人
に
は
、
７
月

末
ま
で
に
新
し
い
割
合
の
老
人
保

健
法
医
療
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま

す
。

　

８
月
１
日
以
降
の
受
診
に
つ
い

て
は
、
保
険
証
と
一
緒
に
新
し
い

医
療
受
給
者
証
を
医
療
機
関
の
窓

口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
判
定
の
結
果
、
一
部
負
担
金
の

割
合
に
変
更
が
な
い
場
合
は
、

医
療
受
給
者
証
は
郵
送
さ
れ
ま

せ
ん
。
今
ま
で
お
持
ち
の
医
療

受
給
者
証
を
そ
の
ま
ま
お
使
い

く
だ
さ
い
。
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国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

者
証
を
お
持
ち
の
方
へ

　

こ
れ
ま
で
医
療
機
関
で
受
診
す

る
と
き
は
、
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
と
一
緒
に
国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
の
提
示
を
お
願
い

し
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
18
年
８

月
か
ら
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
が
カ
ー
ド
化
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
高
齢
受
給
者
証
を
兼
ね
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

今
ま
で
高
齢
受
給
者
証
に
記
載

さ
れ
て
い
た
一
部
負
担
金
の
割
合

に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
の
中
に
記
載
さ
れ
ま
す

の
で
、
医
療
機
関
へ
は
、
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
を
提
示
す
る

だ
け
で
受
診
で
き
ま
す
。

平成 18 年
８月 か ら

自己負担割合を決める所得区分の
判定基準が変わります

所得
区分

判　定　基　準 自己負担割合
注１）  自己負担限度額（月額）

外　来 外来 +入院

一
定
以
上
所
得
者

　同一世帯に課税所得が145万円以上の70 歳以上または老人
保健で医療を受ける人がいる人
　ただし、70 歳以上または老人保健で医療を受ける人の収入
の合計が、下記の場合、申請により「一般」となります。

２割
（平成 18 年
10 月からは
３割）

40,200 円

72,300 円
+｛（総医療
費 -361,500
円）×１％｝
（ ４回目以
降 は 40,200
円）

一般
一定以上所得者、低所得Ⅰ、低所得Ⅱのどれにもあてはまらな
い人

１割

12,000 円 40,200 円

注２）

低所得Ⅱ
世帯全員が、住民税非課税で低所得Ⅰにあてはまらない人

8,000 円

24,600 円

注２）

低所得Ⅰ

世帯全員が、住民税非課税で、各所得が必要経費・控除を差
し引いたときに０円となる人

年金の所得は控除額を 65万円として計算

年金の所得は控除額を80万円として計算

15,000 円

平成18 年７月31日まで

１人世帯 484万円未満
２人以上世帯 621万円未満

平成18 年８月１日から

１人世帯 383万円未満
２人以上世帯 520万円未満

平成18 年７月31日まで

平成18 年８月１日から

注１）自己負担限度額は、平成18 年10月から変わります。
注２）低所得Ⅰ・Ⅱに該当する人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

経過措置 ※所得区分が上がる人には、経過措置がある場合があります
（平成18 年８月から２年間）

経
過
措
置
①

一定以上所得者に該当する人で、次のいずれかにあてはま
る人については、医療費が高額になったときの自己負担限
度額は「一定以上所得者」ではなく、「一般」を適用します。

課税所得 145万円以上 213万円未満

収入の
合計金額

１人世帯 383万円以上484万円未満

２人以上世帯 520万円以上621万円未満

経
過
措
置
②

世帯員の一部が住民税課税者となっても、合計
所得金額が125 万円以下で昭和15 年１月１日
以前生まれの人だけの世帯の場合は、同一世帯
内の非課税者は、「低所得Ⅱ」を適用します。

※老齢福祉年金受給者は、「低所得Ⅰ」を適用し
ます。

老人保健法医療受給者証

所得区分が一般・低所得Ⅱ・
低所得Ⅰの方は、１割と記載
されます。

所得区分が一定以上所得者
の方は、３割（平成 18 年９
月30日までは２割）と記載
されます。

所得区分が一定以上所得者
の方で、経過措置により自
己負担限度額が一般となる
方は、３割（平成 18 年９月
30日までは２割）＊自己負
担限度額「一般」適用と記
載されます。
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